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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
一
号

強
靱
か
つ
持
続
可
能
な
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
等
に
伴
い
、
及
び
電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
一
条

第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
要
電
気
工
作
物
を
構
成
す
る
設
備
を
定
め
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

主
要
電
気
工
作
物
を
構
成
す
る
設
備
を
定
め
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
主
要
電
気
工
作
物
を
構
成
す
る
設
備
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

主
要
電
気
工
作
物
を
構
成
す
る
設
備
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

四
の
二

太
陽
電
池
発
電
設
備

［
新
設
］

主
要
電
気
工
作
物

主
設
備

太
陽
電
池
（
出
力
十
キ
ロ

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
及

ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限

び
支
持
物

る
。
）

変
圧
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の
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主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

負
荷
時
電
圧
調
整
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

調
相
機

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も
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の

電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

分
路
リ
ア
ク
ト
ル
及
び
限

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

流
リ
ア
ク
ト
ル

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

周
波
数
変
換
機
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の
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整
流
機
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

遮
断
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

逆
変
換
装
置
（
容
量
十
キ

第
三
号
の
燃
料
電
池
発
電

ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上

所
の
主
設
備
の
欄
に
掲
げ

の
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
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五

［
略
］

五

［
略
］

五
の
二

風
力
発
電
設
備

［
新
設
］

主
要
電
気
工
作
物

主
設
備

風
力
機
関

風
車
、
支
持
物
並
び
に
調

速
装
置
及
び
非
常
用
調
速

装
置

発
電
機

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の(

揚
水
式
発
電
用
の
発
電

電
動
機
を
除
く
。)
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変
圧
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

負
荷
時
電
圧
調
整
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の
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調
相
機

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

電
力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

分
路
リ
ア
ク
ト
ル
及
び
限

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

流
リ
ア
ク
ト
ル

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

周
波
数
変
換
機
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の
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主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

整
流
機
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

遮
断
器

第
一
号
の
水
力
発
電
所
の

主
設
備
の
欄
に
掲
げ
る
も

の

逆
変
換
装
置

第
三
号
の
燃
料
電
池
発
電

所
の
主
設
備
の
欄
に
掲
げ
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る
も
の

六
～
八

［
略
］

六
～
八

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
受
験
資
格
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
に
関
す
る
講
習
並
び
に
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事

に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
の
内
容
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
受
験
資
格
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
に
関
す
る
講
習
並
び
に
非
常
用
予
備
発
電
装
置

工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
の
内
容
等
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
告
示

第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
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定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

(

用
語
の
定
義)

(

用
語
の
定
義)

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
「
自
家
用
発
電
設
備
」

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
「
自
家
用
発
電
設
備
」

と
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十

と
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十

号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工

号
）
第
三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工

作
物
の
う
ち
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
及
び
内
燃
機
関
（
原
子

作
物
の
う
ち
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
及
び
内
燃
機
関
（
原
子

力
発
電
所
に
施
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

力
発
電
所
に
施
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

２

［
略
］

２

［
略
］
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（
受
験
資
格
）

（
受
験
資
格
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
略
］

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

）
に
よ
る
大
学
、
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学

）
に
よ
る
大
学
、
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学

校
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八

校
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八

号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治

号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治

三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に

三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に

お
い
て
電
気
工
学
又
は
機
械
工
学
の
課
程
を
修
め
て

お
い
て
電
気
工
学
又
は
機
械
工
学
の
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
者
（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専

卒
業
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
自
家
用
発
電
設
備
の
工

門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）

事
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有

に
あ
っ
て
は
、
自
家
用
発
電
設
備
の
工
事
に
関
す
る

す
る
も
の

業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］
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（
講
師
の
条
件
）

（
講
師
の
条
件
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
略
］

科
目

条
件

科
目

条
件

非
常
用
予
備
発
電
装

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学

非
常
用
予
備
発
電
装

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学

置
の
基
礎

又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い

置
の
基
礎

又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い

非
常
用
予
備
発
電
装

て
電
気
工
学
又
は
機
械
工
学

非
常
用
予
備
発
電
装

て
電
気
工
学
又
は
機
械
工
学

置
に
関
す
る
法
令

に
関
す
る
学
科
の
課
程
を
修

置
に
関
す
る
法
令

に
関
す
る
学
科
の
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
者
（
当
該
課

め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て

程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専

、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
に

門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修

関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
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了
し
た
者
を
含
む
。
）
で
あ

事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で

っ
て
、
非
常
用
予
備
発
電
装

あ
る
こ
と

置
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以

上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
で
あ
る
こ
と

二
～
四

［
略
］

二
～
四

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（
試
験
員
の
要
件
）

（
試
験
員
の
要
件
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
略
］

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学

一

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
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校
に
お
い
て
電
気
工
学
若
し
く
は
機
械
工
学
に
関
す

校
に
お
い
て
電
気
工
学
若
し
く
は
機
械
工
学
に
関
す

る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に

る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
助
教
授
の
職
に

あ
り
、
又
は
あ
っ
た
者

あ
り
、
又
は
あ
っ
た
者

二

［
略
］

二

［
略
］

三

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四

三

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四

十
七
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
教
諭
の
専
修
免
許
状
を

十
七
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
教
諭
一
級
普
通
免
許
状

有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等

校
に
お
い
て
電
気
工
学
若
し
く
は
機
械
工
学
に
関
す

学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
若
し
く
は
機
械
工
学
に
関

る
学
科
を
担
当
す
る
教
諭
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ
っ

す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
諭
の
職
に
あ
り
、
又
は
あ

た
者

っ
た
者

四
～
六

［
略
］

四
～
六

［
略
］

七

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学

七

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学

校
又
は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学

校
又
は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
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校
令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
又
は
機

校
令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
又
は
機

械
工
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
（
当
該
課

械
工
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
、
か
つ
、

程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程

非
常
用
予
備
発
電
装
置
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上

を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
非
常
用
予

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

備
発
電
装
置
に
関
す
る
業
務
に
十
年
以
上
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
者

八
・
九

［
略
］

八
・
九

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式

非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
講
習
修
了
及
び
試
験
合
格
に
関
す
る
証
書
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ふ
り
が
な

生
年

年
月

日
生

受
験
者
氏
名

月
日

現
住

所

（Ｔ
Ｅ
Ｌ

）

他
に
連
絡
先
が
あ

名
称

（Ｔ
Ｅ
Ｌ

）

る
場
合
は
そ
の
名

称
及
び
所
在
地

所
在
地

第
４
条
の
表
各
号

科
目

範
囲

講
師
の
氏
名

受
講
期
日

該
当
箇
所

非
常
用
予
備
発
電
装
置

１
電
気
に
関
す
る
基
礎
理
論

年
月

日

の
基
礎

イ
電
流
､
電
圧
､
電
力
及
び
電
気
抵
抗

時
分

ロ
導
体
及
び
絶
縁
体

か
ら

ハ
交
流
電
気
の
基
礎
概
念

時
分

ニ
電
気
回
路
の
計
算

(
２
時
間
)

２
発
電
設
備
の
分
類
､
構
造
及
び
性
能

３
発
電
設
備
の
運
転
､
操
作
及
び
保
護

４
シ

ーケ
ン
ス

（展
開
接
続
図

）の
見
方

５
配
電
盤
の
構
成

非
常
用
予
備
発
電
装
置

１
設
置
工
事
の
方
法

年
月

日
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工
事
の
施
工
方
法

２
配
線
及
び
配
管
の
工
事
方
法

時
分

３
工
事
用
の
材
料
及
び
工
具
の
用
途

か
ら時

分

(
２
時
間
)

非
常
用
予
備
発
電
装
置

１
点
検
の
方
法

年
月

日

に
係
る
検
査
方
法

２
絶
縁
抵
抗
測
定
及
び
絶
縁
耐
力
試
験

時
分

の
方
法

か
ら

３
接
地
抵
抗
測
定
の
方
法

時
分

４
継
電
器
試
験
の
方
法

(
１
時
間
)

５
シ

ーケ
ン
ス
試
験
の
方
法

６
試
験
用
器
具
の
性
能
及
び
使
用
方
法

非
常
用
予
備
発
電
装
置

電
気
事
業
法

､
電
気
事
業
法
施
行
令
及
び
電
気

年
月

日

に
関
す
る
法
令

事
業
法
施
行
規
則
､
電
気
工
事
士
法
､
電
気
工
事

時
分

士
法
施
行
令
及
び
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
並

か
ら

び
に
そ
の
他
関
係
法
令

時
分

(
３
時
間
)

上
記
の
者
は
､
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
第
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
に
関
す
る
講
習
を

修
了
し
､
か
つ
､
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
に
合
格
し

た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
｡

年
月

日
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所
在
地

〒

（Ｔ
Ｅ
Ｌ

）

証
明
者

氏
名
又
は
名
称

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

印

（備
考

）１
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
｡

２
氏
名
を
記
載
し
､
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
､
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
署
名
は
必
ず
非
常
用
予
備
発
電
装
置
工
事
講
習
及

び
試
験
を
行
う
者

（法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

）が
自
署
す
る
も
の
と
す
る
｡

（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
四
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
等
の
一
部
改
正

）
第
三
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
四
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
等
（
平
成

二
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
）
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
二
項
第
三

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
四
項
第
三

号
ロ
の
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電

号
ロ
の
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電

設
備
等

設
備
等

電
気
事
業
法
施
行
規
則(

平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第

電
気
事
業
法
施
行
規
則(

平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第

七
十
七
号)

第
四
十
八
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施

七
十
七
号)

第
四
十
八
条
第
四
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施

設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
、
第
五
十
二
条
第
一

設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
、
第
五
十
二
条
第
一

項
の
表
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
別
表
第
二

項
の
表
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
別
表
第
二

の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１
（
１
）
の
小
型
の
水
力

の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１
（
１
）
の
小
型
の
水
力

発
電
所
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
所

発
電
所
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
所
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、
同
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
五
号
並
び
に
別
表
第

、
同
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第
五
号
並
び
に
別
表
第

二
の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１
（
２
）
の
小
型
の
汽

二
の
発
電
所
の
項
第
一
号
下
欄
の
１
（
２
）
の
小
型
の
汽

力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
同
条
第
一
項
の
表
第

力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
同
条
第
一
項
の
表
第

二
号
及
び
第
六
号
の
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と

二
号
及
び
第
六
号
の
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と

す
る
火
力
発
電
所
、
第
五
十
六
条
の
表
第
四
号
及
び
第
五

す
る
火
力
発
電
所
、
第
五
十
六
条
の
表
第
四
号
及
び
第
五

号
の
小
型
の
水
力
設
備
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ

号
の
小
型
の
水
力
設
備
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ

る
水
力
設
備
、
同
表
第
六
号
及
び
第
七
号
の
小
型
の
汽
力

る
水
力
設
備
、
同
表
第
六
号
及
び
第
七
号
の
小
型
の
汽
力

を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
及
び
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
及
び
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
、
第
七
十
九
条
第
一
号
及
び

を
原
動
力
と
す
る
火
力
設
備
、
第
七
十
九
条
第
一
号
及
び

第
九
十
四
条
第
六
号
の
液
化
ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い

第
九
十
四
条
第
六
号
の
液
化
ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い

る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
別
表
第

る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
別
表
第

二
の
発
電
所
の
項
第
二
号(

一)

下
欄
の
（
１
）
の
小
型
の

二
の
発
電
所
の
項
第
二
号(

一)

下
欄
の
（
１
）
の
小
型
の

水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ

水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
又
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
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れ
る
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
並
び
に
同
号(

一)

下
欄
の

れ
る
水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
並
び
に
同
号(

一)

下
欄
の

（
２
）
の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
の

（
２
）
の
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
の

発
電
設
備
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

発
電
設
備
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
な
お
、
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
号(

る
。
な
お
、
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
号(

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号

等
の
規
定
に
基
づ
く
小
型
の
も
の
若
し
く
は
特
定
の
施
設

等
の
規
定
に
基
づ
く
小
型
の
も
の
若
し
く
は
特
定
の
施
設

内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
水
力
発
電
所
等)

は
、
平

内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
水
力
発
電
所
等)

は
、
平

成
二
十
七
年
四
月
二
十
九
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

成
二
十
七
年
四
月
二
十
九
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

(

特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備)

(

特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備)

第
一
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則(

以
下
「
規
則
」
と
い

第
一
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則(

以
下
「
規
則
」
と
い

う
。)

第
四
十
八
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施
設

う
。)

第
四
十
八
条
第
四
項
第
三
号
ロ
の
特
定
の
施
設

内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
は
、
当
該
水
力
発
電

内
に
設
置
さ
れ
る
水
力
発
電
設
備
は
、
当
該
水
力
発
電
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設
備
を
構
成
す
る
水
力
設
備
の
全
て
が
次
に
掲
げ
る
施

設
備
を
構
成
す
る
水
力
設
備
の
全
て
が
次
に
掲
げ
る
施

設
の
い
ず
れ
か
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

設
の
い
ず
れ
か
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

（
電
気
関
係
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
附
則
第
二
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
基
づ
く
別
に
告
示
す
る
電
気
工
作
物
及
び
期
限
の
一
部
改
正
）

第
四
条

電
気
関
係
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
附
則
第
二
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
別
に
告
示
す
る
電
気
工
作
物
及
び
期
限
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
三
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

(

電
気
工
作
物)

(

電
気
工
作
物)

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
略
］

一

変
圧
器(

電
気
事
業
法(
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

一

変
圧
器(

電
気
事
業
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

七
十
号)

第
三
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

七
十
号)

第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

を
営
む
者
が
設
置
す
る
柱
上
変
圧
器
を
除
く
。)

を
営
む
者
が
設
置
す
る
柱
上
変
圧
器
を
除
く
。)

二
～
十
二

［
略
］

二
～
十
二

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の
在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。


